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1．変更理由 

都民をはじめ、多くの人々が水とのふれあいの場に快適にアクセスできる

よう、東京港内の海上交通ネットワーク拡充のため、中部地区の旅客船埠

頭計画を変更する。 

東京港の水域環境の保全・再生を図るとともに、水生生物をはじめとした

多様な生物の生息環境を創出するため、中部地区の港湾環境整備施設計画

及び海浜計画を変更する。 
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2．施設計画に関する資料 

都民をはじめ、多くの人々が水とのふれあいの場に快適にアクセスできる

よう、港内海上交通ネットワーク拡充のため、中部地区の旅客船埠頭計画を

変更する。 

図 2-1 計画変更位置図 

 2.1 旅客船埠頭（小型桟橋）計画 

表 2-1-1 旅客船埠頭（小型桟橋）計画 

地区名 種別 
水深 

(m) 

基数 

(基) 
対象船舶 航路の種類 

中部 

地区

お台場 

（お台場海浜公園） 

既設 3.0 1 
小型船 海上バス等 

新規計画 3.0 1 

図 2-1-2 旅客船埠頭（小型桟橋）の既定計画図と今回計画図 

【既定計画】 【今回計画】 

10 号地その 2 

青海ふ頭  

中央防波堤地区 

東部地区 

中部地区 品川ふ頭  
10 号地その 1 

13 号地  

計画変更位置  

大井ふ頭  

豊洲ふ頭  

内港地区 
竹芝ふ頭  

日の出ふ頭  

竹芝ふ頭  

南部地区 

晴海ふ頭  

月島ふ頭  
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3.港湾環境整備施設計画に関する資料 

 3.1 海浜の規模及び配置 

 東京港の水域環境の保全・再生を図るとともに、水生生物をはじめとした

多様な生物の生息環境を創出するため、中部地区の海浜を次のとおり計画す

る。 

表 3-1-1 海浜の規模及び配置の考え方 

地区名 No 名称 
海浜延長 

（m） 
主要な用途 規模の考え方 配置の考え方 

南部 

地区 

Ａ 東京港野鳥公園 
850 

[既定計画] 
海浜(干潟) 

東京港野鳥公園の南側

水域に海浜を確保 

東 京 港 野 鳥公 園 と

一体的に配置 

Ｂ 城南島海浜公園 
600 

[既定計画] 
海浜 

城南島海浜公園の北側

水域に海浜を確保 城 南 島 海 浜公 園 と

一体的に配置 
 城南島海浜公園 

500 

[既設] 
海浜 ― 

Ｃ 東海ふ頭公園 
900 

[既定計画] 
海浜 

東海ふ頭公園の西側水

域に海浜を確保 
京 浜 運 河 を中 心 と

す る 生 物 生息 環 境

ネ ッ ト ワ ーク と し

て配置 

大井ふ頭中央海浜

公園 

1,500 

 [既設] 
海浜 ― 

京浜運河緑道公園 
850 

[既設] 
海浜 

京浜運河緑道公園の西

側水域の南部に海浜を

確保 

中部

地区

お台場海浜公園 
1,400 

[既設] 
海浜   

D 有明親水海浜公園 
500 

[新規計画] 
海浜 

有明親水海浜公園の北

側に海浜を確保 

有 明 親 水 海浜 公 園

と一体的に配置 

東部

地区
Ｅ 辰巳の森海浜公園 

520 

[既定計画] 
海浜 

辰巳の森海浜公園の東

側水域に海浜を確保 

辰 巳 の 森 海浜 公 園

と一体的に配置 

中央

防波堤

地区

Ｆ 海の森公園 
400 

[既定計画] 
海浜 

海の森公園の東側水域

に海浜を確保 

海 の 森 公 園と 一 体

的に配置 

中央防波堤沖 
1,000 

[既設] 
海浜（磯浜） 

新海面処分場の緩傾斜

護岸の水深の浅い部分

を活用 

港 内 に お ける 生 物

生 息 環 境 ネッ ト ワ

ー ク の 外 縁部 と し

て配置 
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図 3-1-1 緑地・海浜計画位置図 

港 区  

月 島 ふ頭  

竹 芝 ふ頭  

日 の出ふ頭  

芝 浦 ふ頭  

品 川 ふ頭  

大 井 ふ頭 その１  

大 井 ふ頭 その２  

」  

城 南 島  

京 浜 3 区  
昭 和 島  

大 田 区  

その１  

中 央 防 波 堤 外 側 埋 立 地  

その２  

中 央 防 波 堤 内 側 埋 立 地  

青 海  

13 号 地  

10 号 地 その２ 

10 号 地 その 1  

有 明  

豊 洲 ふ頭  

晴 海 ふ頭  

11 号 地  

7 号 地  
1４号 地  

夢 の島  

1５号 地  

若 洲  

新 海 面 処 分 場 埋 立 地  

 海の森公園 

[既定計画] 

海浜 延長 400m 

 城南島海浜公園 

[既定計画] 

海浜 延長 600m 

 有明親水海浜公園 

[新規計画] 

海浜 延長 500m 

 東海ふ頭公園 

[既定計画] 

海浜 延長 900m 

 東京港野鳥公園 

[既定計画] 

海浜 延長 850m 

 辰巳の森海浜公園 

[既定計画] 

海浜 延長 520m 

 有明親水海浜公園 

[新規計画] 

海浜 延長 500m 
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4.土地造成及び土地利用計画に関する資料 

 4.1 海浜計画 

 (1) 海浜の現況と計画 

表 4-1-1 海浜の規模及び配置の考え方［再掲］ 

地区名 No 名称 海浜延長 主要な用途 規模の考え方 配置の考え方 

南部 

地区 

Ａ 東京港野鳥公園 
850 

[既定計画] 
海浜(干潟) 

東京港野鳥公園の南側

水域に海浜を確保 

東 京 港 野 鳥公 園 と

一体的に配置 

Ｂ 城南島海浜公園 
600 

[既定計画] 
海浜 

城南島海浜公園の北側

水域に海浜を確保 城 南 島 海 浜公 園 と

一体的に配置 
 城南島海浜公園 

500 

[既設] 
海浜 ― 

Ｃ 東海ふ頭公園 
900 

[既定計画] 
海浜 

東海ふ頭公園の西側水

域に海浜を確保 
京 浜 運 河 を中 心 と

す る 生 物 生息 環 境

ネ ッ ト ワ ーク と し

て配置 

大井ふ頭中央海浜

公園 

1,500 

 [既設] 
海浜 ― 

京浜運河緑道公園 
850 

[既設] 
海浜 

京浜運河緑道公園の西

側水域の南部に海浜を

確保 

中部

地区

お台場海浜公園 
1,400 

[既設] 
海浜   

D 有明親水海浜公園 
500 

[新規計画] 
海浜 

有明親水海浜公園の北

側に海浜を確保 

有 明 親 水 海浜 公 園

と一体的に配置 

東部

地区
Ｅ 辰巳の森海浜公園 

520 

[既定計画] 
海浜 

辰巳の森海浜公園の東

側水域に海浜を確保 

辰 巳 の 森 海浜 公 園

と一体的に配置 

中央

防波堤

地区

Ｆ 海の森公園 
400 

[既定計画] 
海浜 

海の森公園の東側水域

に海浜を確保 

海 の 森 公 園と 一 体

的に配置 

中央防波堤沖 
1,000 

[既設] 
海浜（磯浜） 

新海面処分場の緩傾斜

護岸の水深の浅い部分

を活用 

港 内 に お ける 生 物

生 息 環 境 ネッ ト ワ

ー ク の 外 縁部 と し

て配置 

                           ※図 3-1-1 参照 
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5.環境保全に関する資料 

（１）大気環境（大気質、騒音、振動、悪臭） 

 今回計画は、小型桟橋の増設による入出港船舶隻数及び利用者数を大きく変

化させるものではないことから、大気質に与える影響は軽微であると考えられ

る。 

 また、東京港及び周辺の交通量を大きく変化させるものではないことから、

道路交通騒音・振動の影響は軽微であると考えられる。 

 加えて、新たに悪臭を発生させるような施設の立地は想定していないことか

ら、悪臭による影響はない。 

 このため、大気環境への影響は軽微であると考えられる。 

（２）水環境（潮流、水質、底質）、土壌環境（地形）、生物（動物、植物、生態系） 

 今回計画は、潮流、水質、底質を大きく変化させるものではない。 

 また、今回計画において新たな海浜を計画するため、生物の生息場所及び採

餌場を拡充するものである。 

 このため、水環境、土壌環境、生物に与える影響は軽微であると考えられる。 

（３）自然との触れ合い（景観、人と自然との触れ合い活動の場） 

 今回計画は、周囲の公園と一体化を図り修景を行うとともに、海を眺める親

水空間を創出していくものである。 

 また、新たな海浜の整備によって、野外レクリェーションの場は拡大する。 

 このため、景観、人と自然との触れ合い活動の場に与える影響は、ほとんど

ないものと考えられる。 

（４）その他（漁業、文化財） 

 今回計画が海生生物・生態系に与える影響は小さいものと予測されることか

ら、漁業に与える影響は軽微であると考えられる。 

 また、今回計画の周辺地区には、第三台場、第六台場等があるが、直接改変

するものではなく、これらを眺望する視点場を消滅、減少するものでもない。 

 このため、歴史的・文化的環境への影響は、ほとんどないものと考えられる。 
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（５）総合評価 

 今回計画に伴う東京港周辺の環境に与える影響について予測・評価を行った

結果、いずれの項目も影響は軽微、又は、ほとんどないものと考えられる。  

 なお、計画の実施にあたっては、環境保全について十分に配慮するとともに、

工法・工期等について十分に検討し、十分な監視体制のもとに、環境に与える

影響をより少なくするように慎重に行うものとする。 
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